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1. 産業廃棄物  

 

 



 

 

1.1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
(昭和 45 年 12 月 25 日法律第 137 号) 

(最終改正：令和 7 年 6 月 1 日法律第 68 号) 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法とする。)は、その目的を「廃棄

物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理を

し、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る

ことを目的とする」としています｡ 

 

廃棄物とは 

１） 廃棄物の定義 

廃棄物処理法では、廃棄物について「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液体状のもの(放

射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)」と定められています。 

環境省通知では、廃棄物とは「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することがで

きないために不要になったもの」をいい、廃棄物に該当するか否かは「その物の性状、排

出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判

断すべきものであること」としています。また、「廃棄物は、不要であるために占有者の自

由な処理に任せるとぞんざいに扱われるおそれがあり、生活環境の保全上の支障を生じる

可能性を常に有していることから、法による適切な管理下に置くことが必要である」とさ

れ、「再生後に自ら利用又は有償譲渡が予定される物であっても、再生前においてそれ自体

は自ら利用又は有償譲渡がされない物であることから、当該物の再生は廃棄物の処理であ

り、法の適用があること」とされています。(行政処分の指針について(通知)(平成 25 年 3

月 29 日環廃産発第 1303299 号) 

有価物及び次のものは、廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではありません。 

①気体状のもの 

②放射性物質及びこれによって汚染されたもの 

③港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの 

④漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行った現場付

近において排出したもの 

⑤土砂及び専ら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの 

⑥他の法律(鉱山法、下水道法(下水道から除去した汚泥を除く。)、水質汚濁防止法等)で規制さ

れる廃棄物(それらを所管する法律により規制される) 



 

 

２） 産業廃棄物と一般廃棄物 

廃棄物処理法では、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、図-2「廃棄物の分類」の 20

種類に該当するもの(業種指定があるものについては指定された業種に該当する場合)を「産

業廃棄物」とし、産業廃棄物以外の廃棄物を「一般廃棄物」としています。 

産業廃棄物の処理は排出事業者が、一般廃棄物の処理は市町村が、責任を負うこととさ

れています。 
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        図 1 「産業廃棄物と一般廃棄物の判断フロー」 

 

「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」 

(千葉県環境生活部 令和 2 年 1月)より 

 

 



 

 

３） 廃棄物の分類 

業種指定

有

有

有

有

有

有

有

廃ポリ塩化ビフェ

ニル等、ポリ塩化

ビフェニル汚染物

ポリ塩化ビフェニル

処理物

廃石綿等

廃水銀等及びそ

の処理物

有害産業廃棄物

特定の施設から発生した廃水銀又は廃水銀化合物（水銀使用製品を除く）、廃棄物処理施設

等で回収した廃水銀、廃水銀等の処理物で基準（水銀の精製設備を用いて行われる精製に伴っ

て生じた残さであること）に適合しないもの

特

別

管

理

産

業

廃

棄

物

廃油

廃酸

廃アルカリ

感染性産業廃棄物

特

定

有

害

産

業

廃

棄

物

(15) 鉱さい

(16) がれき類

(17) 動物のふん尿

(18) 動物の死体

(19) ばいじん

輸入された廃棄物

(10) 動植物性残渣

建設業に係る工作物の新築、改築又は除去、繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)

に係る木綿、羊毛等の天然繊維くず

(11) 動物系固形不要物

(12) ゴムくず

(13) 金属くず

(14) ガラスくず、コンクリートくず及

び陶磁器くず

(6)   廃プラスチック類

(7)   紙くず

(8)   木くず
貨物の物流のために使用したパレット(貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)

建設業に係る工作物の新築、改築又は除去木材又は木製品の製造業(家具製造業を含む)

(9)   繊維くず

《市町村の処理責任》

粗大ごみ(家具等)

資源ごみ(空き缶、空き瓶等)

不燃・燃焼不適物（金属、ガラス等)

可燃物(紙くず、生ゴミ等)家庭系ごみ

爆発性、毒性・感染性もあるもの

廃

棄

物

医療機関等から発生する注射針、注射筒、廃血液等

廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む廃油、ポリ塩化ビフェニルが塗布され又は染み込んだ紙

くず、木くず、繊維くず、ポリ塩化ビフェニルが付着若しくは封入された廃プラスチック類又は金属くず、ポ

リ塩化ビフェニルが付着したがれき類

特定の施設等から発生したもので、有害物質が環境省令で定める埋立処分に係る判定基準に適合

しないもの

建築物その他工作物から除去した石綿、石綿含有保温材、作業に用いたプラスチックシート、防じん

マスク、発じん機又は集じん機で集められた石綿等

廃ポリ塩化ビフェニル等又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもので環境省令で定

める基準に適合しないもの

特別管理一般廃棄物

種類

一般廃棄物

特別管理一般廃棄物

浄化槽汚泥

し尿

事業系ごみ

水素イオン濃度指数(pH)12.5以上の廃アルカリ

し尿

ごみ

産

業

廃

棄

物

(1)      燃え殻

爆発性、毒性・感染性もあるもの

工場排水などの処理後に残るもの、各種製造業の生産工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による

余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残さ、ビルピット汚泥

(し尿を含まないもの。)、建設工事汚泥等

石炭がら灰、重油灰、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、その他の焼却残さ

適用

事業活

動によっ

て生じた

廃棄物

《事業者の処理責任》

産業廃棄物

(2)   汚泥

(3)   廃油

(4)   廃酸

合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど固形状及び液状のすべての合成高分子化

合物

廃ソーダ液、写真現像液など、すべてのアルカリ廃液

廃硫酸、廃塩酸、写真定着液、各種の有機廃酸類など、すべての酸性廃液

鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等

揮発油類、灯油類、軽油類

水素イオン濃度指数(pH)2.0以下の廃酸

航行廃棄物及び携帯廃棄物を除く廃棄物

(20) 上記に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの

大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設又は汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プ

ラスチック類の焼却施設からのばいじんで、集じん施設によって集められたもの

(5)   廃アルカリ

建設業に係る工作物の新築、改築又は除去

食料品製造業

鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等

天然ゴムくずのみ

と畜場及び食鳥処理場における家畜の解体等に伴って生じる固形状の不要物

自家用を除くすべての畜産農業に係るもの

自家用を除くすべての畜産農業に係るもの

工作物の除去に伴って生じたコンクリート、アスファルト、レンガ等

高炉、転炉、電気炉などの残さ、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、鋳物砂等

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、レンガくず、廃

石膏ボード(ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずと紙くずの混合物)等

 
 

図 2 「廃棄物の分類」 

「産業廃棄物の適正処理について 事業者の皆様へ」 

(千葉県環境生活部 令和 2 年 1月)より 



 

 

４） 特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物 

 一般廃棄物、産業廃棄物のうち、「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境

に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」を特別管理一般廃棄物及び特別管

理産業廃棄物(以下、「特別管理廃棄物」という。)として規定し、必要な処理基準を設け、

通常の廃棄物よりも厳しい規制を行っています。 

主な分類 概 要 

特
別
管
理
一
般
廃
棄
物 

PCB 使用部品 廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれる PCB を使用する部品 

ばいじん ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん 

ばいじん、燃え殻、

汚泥 

ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を 3ng/gを

超えて含有するもの 

感染性一般廃棄物※

1) 

医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそ

れのあるもの 

廃水銀等及び廃水

銀等を処分するた

めに処理したもの 

人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定め

るものに限る。環境省令で定める廃水銀は、水銀又はその化合物が使用されている製品(以下「水

銀使用製品」という。)が一般廃棄物となったものから回収したものとする。 

廃水銀等を処分するために処理したものとは環境省令で定める基準に適合しないものに限る。環境

省令で定める基準は、環境大臣が定める方法(2-④-(2)参照)により処理したものであることとする。 

特
別
管
理
産
業
廃
棄
物 

廃油 揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く) 

廃酸 著しい腐食性を有する pH2.0 以下の廃酸 

廃アルカリ 著しい腐食性を有する pH12.5 以上の廃アルカリ 

感染性産業廃棄物※

1) 

医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそ

れのあるもの 

特
定
有
害
産
業
廃
棄
物 

廃 PCB等 廃 PCB及び PCB を含む廃油 

PCB 汚染物 

PCB が染みこんだ汚泥、PCBが塗布され、又は染みこんだ紙くず、PCB が染みこんだ木くず若し

くは繊維くず、PCB が付着し、又は封入されたプラスチック類若しくは金属くず、PCB が付着し

た陶磁器くず若しくはがれき類※4) 

PCB 処理物 廃 PCB等又は PCB 汚染物を処分するために処理したもので PCBを含むもの※2) 

廃水銀等及び

廃水銀等を処

分するために

処理したもの 

廃水銀及び廃水銀化合物であって、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を

有するものとして環境省令で定めるもの。環境省令で定める廃水銀等とは、特定の施設から排出さ

れた廃水銀又は廃水銀化合物及び水銀若しくはその化合物が含まれている産業廃棄物又は水銀使

用製品が産業廃棄物になったものから回収した廃水銀とする。 

廃水銀等を処分するために処理したものとは環境省令で定める基準に適合しないものに限る。環境

省令で定める基準は、水銀の精製設備を用いて行われる生成に伴って生じた残さであることとす

る。 

指定下水汚泥 下水道法施行令第 13 条の 4の規定により指定された汚泥※2) 

鉱さい 重金属等を一定濃度を超えて含むもの※2) 

廃石綿等 
石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設が設置されている事業場

から生じたもので飛散するおそれのあるもの 

燃え殻※1) 重金属等及びダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※2) 

ばいじん※1) 重金属等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超えて含むもの※2) 

廃油※1) 有機塩素化合物等、1,4-ジオキサンを含むもの※2) 

汚泥、廃酸又は

廃アルカリ※1) 

重金属等、PCB、有機塩素化合物等、農薬等、1,4-ジオキサン、ダイオキシン類を一定濃度を超え

て含むもの※2) 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和 46 年 9 月 23 日政令第 300 号)(最終改正：令和 5 年 12 月 1 日政令第 344 号による改正) 

備考(1) これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象 

(2) ※1)排出元の施設限定がある。 



 

 

※2)廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基

準省令)に定める基準参照 

(3) 環境省ホームページ「環境省/廃棄物･リサイクル対策/廃棄物処理の現状/特別管理廃棄物規制

の概要」より(水銀に関して一部変更あり) 

(4) ※4) PCB 汚染物とは、廃蛍光ﾗﾝﾌﾟ用安定器、廃水銀ﾗﾝﾌﾟ用又は廃ﾅﾄﾘｳﾑﾗﾝﾌﾟ用安定器であって、

かつ、PCB が付着し、又は封印されたものとする。 

1.2 廃棄物の処理 

産業廃棄物は、排出者責任の原則に基づき、事業者がその処理責任を負います。事業者

は、自ら特別管理産業廃棄物処理基準に従って処理を行うか、特別管理産業廃棄物の許可

業者に運搬又は処分を委託しなければなりません。 

自ら排出した産業廃棄物を自ら処理する行為については、許可を受ける必要はありませ

んが、他者の排出した産業廃棄物の処理(収集運搬・処分)を業として行うときは、管轄地域

の都道府県知事の許可を受けなければなりません。 

①産業廃棄物収集運搬業（特別管理産業廃棄物収集運搬業を含む。）の新規・更新・事業

範囲変更許可申請に係る添付書類の様式新設②産業廃棄物処理業者等が役員を変更した際

の届出について、法人にあっては登記事項証明書の添付が必要である旨を規定するととも

に③登記事項証明書の添付を要求する場合における「変更の日から 10日以内」としていた

変更届出書の提出期限を「30 日以内」にすることとなりました。 

1.2.1 感染性廃棄物について 

「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」を参照。 

(令和 7年 4月 7 日環境省環境再生・資源循環局) 

1.2.2 廃石綿(アスベスト)について 

「石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第 3版)」(令和４年 11 月４日一部修正)を参照。 

(令和 3年 3月環境省環境再生・資源循環局) 

1.2.3 PCB 廃棄物について 

「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則」を参照。 

 (平成 13年 6月 22日環境省令第 23号)最終改正: 令和 6年 4月 19日環境省令第 20 号 

1.2.4 ダイオキシン類対策について 

「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」を参照。 

 (平成 11年 12 月 27 日総理府令第 67号)最終改正: 令和 6年 4月 1 日環境省令第 17号 



 

 

1.3 廃棄物の判定基準 

１） 特定有害産業廃棄物に係る判定基準 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令 

(昭和 48 年 2 月 17 日総理府令第 5 号)(最終改正:平成 29 年 6 月 9 日環境省令第 11 号) 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 

(昭和 46 年 9 月 23 日厚生省令 35 号)( 令和 7 年 4 月 22 日環境省令第 15 号) 

下記の判定基準を満たさないものは特別管理産業廃棄物の中にある「特定有害産業廃棄 

物」に該当します。 

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令（昭和四十八年二月十七日総理府令第五号）

（産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準）　　　最終改正：平成二九年六月九日環境省令第十一号

処理物 処理物 処理物 処理物 処理物 処理物

廃酸

廃アルカリ

(mg/L)

廃酸以外

廃アルカリ以外

(mg/L)

廃酸

廃アルカリ

(mg/L)

廃酸以外

廃アルカリ以外

(mg/L)

廃酸

廃アルカリ

(mg/L)

廃酸以外

廃アルカリ以外

(mg/L)

アルキル水銀
検出されない

こと1)

検出されない

こと1)

検出されない

こと1) － －
検出されない

こと

検出されない

こと

検出されない

こと

検出されない

こと
検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと

水銀 0.0051) 0.051) 0.0051) － － 0.005 0.05 0.05 0.005 0.025 0.0005 0.025

カドミウム 0.09 0.3 0.09 － － 0.09 0.3 0.3 0.09 0.03 0.003 0.03

鉛 0.3 1 0.3 － － 0.3 1 1 0.3 1 0.01 1

有機燐 － － － － － 1 1 1 1 1 検出されないこと 1

六価クロム 1.5 5 1.5 － － 1.5 5 5 1.5 0.5 0.05 0.5

砒素 0.3 1 0.3 － － 0.3 1 1 0.3 0.15 0.01 0.15

シアン － － － － － 1 1 1 1 1 検出されないこと 1

ポリ塩化ビフェニル － － － 0.003 0.03 0.03 0.003 0.003 検出されないこと 0.003

トリクロロエチレン － － － 1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 0.01 0.1

テトラクロロエチレン － － － 1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 0.01 0.1

ジクロロメタン － － － 2 0.2 0.2 2 2 0.2 0.2 0.02 0.2

四塩化炭素 － － － 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 0.02 0.002 0.02

1,2-ジクロロエタン － － － 0.4 0.04 0.04 0.4 0.4 0.04 0.04 0.004 0.04

1,1-ジクロロエチレン － － － 10 1 1 10 10 1 1 0.1 1

シス-1,2-ジクロロエチレン － － － 4 0.4 0.4 4 4 0.4 0.4 0.04 0.4

1,1,1-トリクロロエタン － － － 30 3 3 30 30 3 3 1 3

1,1,2-トリクロロエタン － － － 0.6 0.06 0.06 0.6 0.6 0.06 0.06 0.006 0.06

1,3-ジクロロプロペン － － － 0.2 0.02 0.02 0.2 0.2 0.02 0.02 0.002 0.02

チラウム － － － － － 0.06 0.6 0.6 0.06 0.06 0.006 0.06

シマジン － － － － － 0.03 0.3 0.3 0.03 0.03 0.003 0.03

チオベンカルブ － － － － － 0.2 2 2 0.2 0.2 0.002 0.2

ベンゼン － － － 1 0.1 0.1 1 1 0.1 0.1 0.01 0.1

セレン又はその化合物 0.3 1 0.3 － － 0.3 1 1 0.3 0.1 0.01 0.1

有機塩素化合物 － － － － － － － － － 4 1 4

銅又はその化合物 － － － － － － － － － 10 0.14 10

亜鉛又はその化合物 － － － － － － － － － 20 0.8 20

ふっ化物 － － － － － － － － － 15 3 15

ベリリウム又はその化合物 － － － － － － － － － 2.5 0.25 2.5

クロム はその化合物 － － － － － － － － － 2 0.2 2

ニッケル又はその化合物 － － － － － － － － － 1.2 0.12 1.2

バナジウム又はその化合物 － － － － － － － － － 1.5 0.15 1.5

フェノール類 － － － － － － － － － 20 0.2 20

1,4-ジオキサン 0.52) 52) 0.52) 5 0.5 0.5 5 5 0.5 0.5 0.05 0.5

ダイオキシン類 33)　ng-

TEQ/g

1003)　pg-

TEQ/L
33)　ng-TEQ/g － － 3　ng-TEQ/g

100　pg-

TEQ/L

100　pg-

TEQ/L
3　ng-TEQ/g － － －

判定基準省

令

廃掃法施行

規則

判定基準省

令

廃掃法施行

規則

判定基準省

令

判定基準省

令

廃掃法施行

規則

廃掃法施行

規則

判定基準省

令

判定基準省令 判定基準省令 判定基準省令

別表第１

別表第５

別表第１ 別表第６ 別表第１ 別表第６ 別表第５ 別表第１ 別表第１ 別表第６ 別表第2 別表第3 別表第4

1)ばいじん及びその処理物に適用する。　　　2)鉱さい及びその処理物は除外する。　　３） 鉱さい及びその処理物は除外する。.

分析結果と判定基準との比較

（廃油：0.5mg/kg）

燃え殻・ばいじん・鉱さい
廃油

汚泥・廃酸・廃アルカリ
（廃溶剤に限る）

燃え殻

ばいじん

鉱さい

(mg/L)

汚泥

(mg/L)

廃酸

廃アルカリ

(mg/L)

産業廃棄物の埋立処分に係る判定基準 産業廃棄物の海洋投入処分に係る判定基準

廃酸・廃ｱﾙｶﾘ

家畜ふん尿

(mg/L)

汚泥

(mg/L)

動植物性残さ

(mg/kg)

根拠法令

 



 

 

 

1.4  千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例 

平成 30 年 10 月 19 日条例第 45 号（令和 7 年 3 月 7 日千葉県条例第 21 号） 

～再生土条例が平成 31 年 4 月 1 日から施行されました！～ 

近年、県内では、土地を造成するための埋立資材として再生土が利用されることがありま

す。県では、県民の皆さんの安全な生活を確保し、地域の生活環境を保全するために、再

生土の埋立てを適正に行うためのルールとして、条例を制定しました。 

 

再生土とは 

再生土は建設汚泥などの産業廃棄物に、脱水・破砕などの中間処理を施し、資材として再

資源化したものです。 

 

再生土の埋立てを行うものの義務 

(1) 崩落などの防止措置 

盛土の崩落や流出などを防止するための措置をとること。 

(2) 環境への影響の防止措置 

埋立現場から流出する水に含まれる物質（アルカリ、塩化物）により、周辺環境への影響

が生じないようにするための措置をとること。 

流出する水の基準 

• 水素イオン濃度：pHが 8.5 以下  

• 塩化物イオン濃度：検液 1L につき 500mg 以下  

(3) 500 平方メートル以上の埋立てを行う者の義務 

あらかじめ県に届出をすることや、台帳の作成、定期的な報告、標識の掲示などを行うこ

と。 



 

 

条例の目的を達成するための措置 

・措置命令など…崩落などの防止措置の義務に違反して再生土の埋立てが行われた場

合や、崩落などの災害の発生を防止するため緊急の必要があると認められる場合、ま

た、流出する水により周辺への生活環境の保全上の支障が生じている場合には、県は

必要な措置をとることなどを命ずることができます。 

・報告徴収・立入検査…県は、再生土の埋立てを行っている者などに埋立状況の報告を

求めることや、埋立現場などに立ち入って、検査や質問をすることができます。 

・罰則…命令に違反した者には、1 年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金が、無届けなど

の違反者には、30 万円以下の罰金が科せられることがあります。 

知事が別に定める事項 

再生土条例施行規則第 7 条（環境影響防止措置等） 

・検液の作成方法（規則第 7条第 1項）  

・流出水の水素イオン濃度指数を減少させるための設備（規則第 7 条 3 項 1 号ハ）  

・流出水に含まれる塩化物イオンを除去するための設備（規則第 7 条 3 項 2 号ロ）  

・千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例施行規則第7条（環境影響の防止措置

等）の「知事が別に定める」事項（PDF：71KB） 

一時堆積の届出について 

面積500平方メートル以上の一時堆積については、届出等の手続が必要です。 

再生土条例の施行日（平成 31年 4月 1 日）時点で現に存在していた再生土の一時堆積

場については、令和 2 年 3 月 31 日までに届出を提出しなければなりませんので、早めに

廃棄物指導課残土・再生土対策班まで御相談ください。なお、平成 31 年 4月 1日以後に

新たに再生土の一時堆積場を開設する場合は、事前に届出が必要になりますので、御注

意ください。 

https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/saiseido/documents/tizigasadameruzikou.pdf
https://www.pref.chiba.lg.jp/haishi/saiseido/documents/tizigasadameruzikou.pdf


 

 

1.5 千葉県再生土等の埋立て等に係る行政指導指針 

 (最終改正：令和 3 年 4 月 1 日) 

この行政指導指針は、千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例（平成 30 年千葉県

条例第 45 号、以下「条例」という。）及び千葉県政制度の埋立て等の適正化に関する条例

施行規則（平成 31年千葉県規則第 8。以下「規則」という。）と相まって、再生土の埋立て

等（条例第 3条第 1 項に規定する再生土の埋立て等をいう。以下同じ。）による土壌、地下

水等の汚染及び崩落等の災害（以下「土壌の汚染等」という。）の発生を未然に防止し、も

って県民の生活環境の保全に資するため、再生土の埋立て等に係る行政指導に共通してそ

の内容となるべき事項を定めるものとする。 

【責務】 

再生土の埋立て等を行う者の責務 

• 埋立て等の期間中、土壌の汚染等が発生しないよう、適切に管理すること。 

• 土壌の汚染等が発生した場合は、埋立て等の期間中及び終了後においても責任を持

って対処すること。 

製造事業者及び販売事業者の責務 

• 再生土の製造事業者は、土壌の汚染等が発生するおそれのある再生土を提供しない

こと。 

• 再生土の販売事業者は、販売する再生土の性状等を定期的に確認するとともに、再

生土を購入しようとする者に対し、再生土の性状等に係る情報を提供すること。 

• 土壌の汚染等が発生した場合は、埋立て等の期間中及び終了後においても責任を持

って対処すること。 

土地所有者の責務 

• 再生土の埋立て等を行う者に土地を提供しようとするときは、周辺地域の生活環境

の保全に努めること。 

土壌の安全基準等に適合しない再生土の使用禁止及び地質検査 

• 行政指導指針で定める基準に適合しない再生土及び再生土の埋立て等の目的に応じ

た性状を有しない再生土を使用しないこと。 

• 特定埋立て等を開始した日から 3 月ごとに、県職員の立会いの上、再生土の埋立て

等に供する区域の土壌について地質検査を行い、その結果を県に報告すること。 

説明会の開催 

• 地域住民や市町村に対して、再生土の埋立て等の計画の概要や地域の生活環境の保

全上の留意点について説明を行うこと。 

実績報告書 

• 再生土の製造事業者は、県の求めに応じ、行政指導指針で定める項目を実績報告書

により県に報告すること。 



 

 

別表第 1（土壌溶出量基準） 

項目 基準 

カドミウム 検液 1L につき 0.003mg 以下。 

全シアン 検液中に検出されないこと。 

有機燐 検液中に検出されないこと。 

鉛 検液 1L につき 0.01mg 以下 

六価クロム 検液 1L につき 0.05mg 以下 

砒素 検液 1Lにつき 0.01mg以下であり、かつ、農用地(田に限る。)においては、土壌 1kgにつき 15mg未満 

総水銀 検液 1L につき 0.0005mg 以下 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 

PCB 検液中に検出されないこと。 

銅 農用地(田に限る。)において、土壌 1kgにつき 125mg未満 

ジクロロメタン 検液 1L につき 0.02mg 以下 

四塩化炭素 検液 1L につき 0.002mg 以下 

クロロエチレン（別名塩

化ビニル又は塩化ビニ

ルモノマー） 

検液 1L につき 0.002mg 以下 

1,2-ジクロロエタン 検液 1L につき 0.004mg 以下 

1,1-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.1mg 以下 

1,2-ジクロロエチレン 検液 1L につき 0.04mg 以下 

1,1,1-トリクロロエタン 検液 1L につき 1mg 以下 

1,1,2-トリクロロエタン 検液 1L につき 0.006mg 以下 

トリクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下  
テトラクロロエチレン 検液 1L につき 0.01mg 以下 

1,3-ジクロロプロペン 検液 1L につき 0.002mg 以下 

チウラム 検液 1L につき 0.006mg 以下 

シマジン 検液 1L につき 0.003mg 以下 

チオベンカルブ 検液 1L につき 0.02mg 以下 

ベンゼン 検液 1L につき 0.01mg 以下 

セレン 検液 1L につき 0.01mg 以下 

ふっ素 検液 1L につき 0.8mg 以下 

ほう素 検液 1L につき 1mg 以下 

1,4-ジオキサン 検液 1L につき 0.05mg 以下 

 



 

 

 

別表第 2（土壌含有量基準） 

項目 基準 

カドミウム及びその化合物 45mg/kg 以下 

六価クロム化合物 250mg/kg 以下 

シアン化合物 50mg/kg 以下(遊離シアンとして) 

水銀及びその化合物 15mg/kg 以下 

セレン及びその化合物 150mg/kg 以下 

鉛及びその化合物 150mg/kg 以下 

砒素及びその化合物 150mg/kg 以下 

ふっ素及びその化合物 4000mg/kg 以下 

ほう素及びその化合物 4000mg/kg 以下 

 

別表第 3（ダイオキシン類に関する基準） 

項目 基準 

ダイオキシン類 1000pg-TEQ/g 以下 

 



 

 

1.6 千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例 届出等の手引き 

令和 7 年 6月 1日千葉県 

 

千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条例（平成 30 年千葉県条例第 45 号。以下

「条例」といいます。）は、県内における再生土の埋立て等の適正化を図るために、平成

31年 4 月 1 日から施行されているものです。 

また、この条例の規定を実施するために、千葉県再生土の埋立て等の適正化に関する条 

例施行規則（平成 31年千葉県規則第 8号。以下「規則」といいます。）及び再生土の埋 

立て等に係る行政指導指針（以下「指針」といいます。）が併せて定められています。 

 

【再生土条例の仕組み】 

１. 全ての再生土の埋立て等について講ずべき措置 

次に掲げる措置については、埋立て等の面積にかかわらず、全ての再生土の埋立て 

等について講ずる義務がありますので、御注意ください。 

（１）再生土の崩落等の防止措置（条例３条） 

ア 埋立て面積 500 ㎡未満 

使用された再生土が崩落し、飛散し、又は流出しないように必要な措置を講ず

る義務があります。 

イ 埋立て面積 500 ㎡以上（特定埋立て等） 

使用された再生土が崩落し、飛散し、又は流出しないように規則で定める措置   

を講ずる義務があります。措置の具体的な内容については、規則別表第１にお

いて、次のとおり定められています。 

①地盤に滑りやすい層があるときは、くい打ち、土の置換え等 

②著しく傾斜している土地においては、地盤の斜面に段切り等 

③のり面の勾配 

埋立て等の高さ のり面の勾配 

５ｍ以下 垂直１ｍに対する水平距離が１.５ｍ以上の勾配 

 

５ｍ超～１０ｍ以下 垂直１ｍに対する水平距離が１.８ｍ以上の勾配 

１０ｍ超 垂直１ｍに対する水平距離が１.８ｍ以上の勾配 

かつ安定計算を行い、安全が確保される勾配 

【一時堆積の場合】 

５ｍ以下 

垂直１ｍに対する水平距離が１.８ｍ以上の勾配 

 

④擁壁の構造は、宅地造成等規制法施行令６条から１０条までの規定に適合 

⑤埋立て高さ５ｍごとに幅１ｍ以上の小段を設け、排水溝を設置 

⑥締固め等 

⑦のり面の石張り、モルタルの吹付け等 



 

 

⑧飛散防止の芝張等 

（２）環境影響の防止措置（条例４条） 

全ての再生土の埋立て等について、その面積にかかわらず、再生土の埋立て区域

から流出する水の水素イオン濃度及び塩化物イオン濃度が規則で定める基準（水素

イオン濃度指数８.５以下及び塩化物イオン濃度 500mｇ/L 以下）に適合するように、

次のいずれかの措置を講ずる義務があります。 

 

① 基準に適合する再生土を使用すること。 

基準を満たしている再生土を用いて埋立てを行うものです。具体的には、知事が 

定める方法により作成した検液について、水素イオン濃度及び塩化物イオン濃度 が

基準を満たす再生土を使用することとなります。 

この場合における測定方法※取扱い）は、水素イオン濃度にあっては日本産業規格 K0102 

の 12.1 に、塩化物イオン濃度にあっては同３５に定める方法によります。 

また、検液の作成方法については参考資料の「再生土規則第７条の「知事が別に定め

る」事項」を参照してください。 

※取扱い）再生土条例第 4 条第 1号の規定における水素イオン濃度及び塩化物イオン濃度

の測定方法については、現在の再生土条例施行規則第 7 条第 1 項に定める方法による

ほか、水素イオン濃度にあっては日本産業規格 K 0102-1 12 に定める方法、塩化物イオ

ン濃度にあっては日本産業規格 K 0102-2 6 に定める方法も、現在の再生土条例施行規

則第 7 条第 1 項に定める方法を満たすものとして取り扱って差し支えないこと。 

② 再生土の埋立て区域から流出する水が基準に適合するような措置を講ずること。 

前記①の措置によらない場合は、埋立て区域から流出する水について基準に適合 

するような措置を講ずる必要があります。 

その具体的な方法としては、 

ⅰ）埋め立てた再生土の表面をアスファルト等で舗装する、 

ⅱ）埋立て区域の地盤を掘削した土砂で覆土する（水素イオン濃度の場合）、 

ⅲ）ｐＨ調整装置を設置する（水素イオン濃度の場合）、 

ⅳ）脱塩装置を設置する（塩化物イオン濃度の場合）などがありますが、 

判断に迷う場合は、早めに県まで御相談ください。 

 

２. 特定埋立て等を行う者に課される義務 

特定埋立て等（面積５００㎡以上の再生土の埋立て等）をしようとする者には、前 

記１に掲げた義務のほかに、届出書の提出や定期報告などの次に掲げる義務が課さ 

れることになります。 

① 届出（条例５条） 

② 台帳の作成（条例６条） 

③ 定期報告（条例７条） 

④ 関係書類の縦覧（条例８条） 



 

 

⑤ 標識の掲示（条例９条） 

⑥ 終了の届出（条例１０条） 

⑦ 関係書類等の保存（条例１１条） 

３. 県が行う行政処分・立入検査等 

  ①措置命令等（条例１２条） 

  ②報告徴収（条例１３条） 

  ③立入検査（条例１４条） 

  ④罰則（条例１７条及び１８条） 

４. 県条例と市町村条例の関係 

再生土の埋立て等について独自の施策を講ずる市町村については、県条例の適用を 

除外し、市町村条例を優先して適用させる制度があります（条例１５条）。当該市町村 

においては、埋立て面積にかかわらず、市町村の条例が適用されますので、再生土の 

埋立て区域の全部又は一部がこれらの市町村の区域内に所在する場合は、当該市町村 

に御相談願います。 

 

県の再生土条例の適用が除外される市町村  

銚子市、木更津市、野田市、茂原市、成田市、佐倉市、東金市、旭市、君津市、 四街道市、

八街市、印西市、匝瑳市、香取市、山武市、大網白里市、神崎町、多古町、芝山町、長生

村、大多喜町、鋸南町 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 底質の暫定除去基準 
底質の処理・処分等に関する指針について 

(平成 14 年 8 月 30 日環水管 211 号) 

１） 本指針の基本的な考え方 

ダイオキシン類、水銀又は PCB により汚染された底質については、除去等の工事が必要

となりますが、この工事の実施に際して、底質の撹乱、拡散や処分地からの有害物質の流

出、浸出等による二次汚染が発生するおそれがあるので、工事計画の作成及び工事の実施

についてはこれらの点についての慎重な配慮が必要です。 

このため、底質の除去等の対策を講ずるに当たり、現在の技術レベルを考慮して、監視、

工事の方法等に関する基本的な条件及び留意事項等を一般的指針として示されました。具

体的な適用に当たっては、除去等の対策を講じようとする底質の性状、当該水域の地形、

海象、流況及び漁期、漁況等の地域の特性に適合するよう配慮して、その弾力的な運用を

図るものです。 

また、底質の除去等の対策を講じた場合には、当該対策において実施した調査、工事等に

関する事項について台帳を作成する等、適切な情報の管理・保管を行うものとなりました。 

２） 対策対象底質 

基準値 検査方法 

Hg 

河川 

湖沼 
25PPm(Dry)以上 

底質の暫定除去基準 

（昭和 50 年 10 月 28 日 

環水管 119 号） 

底質調査方法 

(平成 24 年 8 月) 

 

海域 

C=0.18×ΔH/J×1/S(ppm)以上 

ΔH:平均潮差(m) 

J:溶出率 

S:安全率 

PCB 10PPm(Dry)以上 

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類 

150pg-TEQ/g を超えるもの 

ダイオキシン類による大気

の汚染、水質の汚濁(水底の

底質の汚染を含む。)及び土

壌の汚染に係る環境基準に

ついて(平成 11 年 12 月 27

日環境庁告示第 68 号) 

平成 21 年 3 月 31 日 

環告 11 号 

ダイオキシン類に 

係る底質調査測定 

マニュアル 

(平成 21 年 3 月) 

 



 

 

1.8 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 

 

 (昭和 45 年 12 月 25 日法律第 136 号) 

(最終改正: 令和 7 年 6 月 1 日（令和 4 年法律第 68 号) 

この法律は、船舶、海洋施設及び航空機から海洋に油、有害液体物質等及び廃棄物を排出

すること、海底の下に油、有害液体物質等及び廃棄物を廃棄すること、船舶から大気中に

排出ガスを放出すること並びに船舶及び海洋施設において油、有害液体物質等及び廃棄物

を焼却することを規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液

体物質等、廃棄物その他の物の防除並びに海上火災の発生及び拡大の防止並びに海上火災

等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、海洋汚染等及び海上災

害を防止し、あわせて海洋汚染等及び海上災害の防止に関する国際約束の適確な実施を確

保し、もつて海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを

目的としています。 

１） 廃棄物の海洋投棄処分の手順 

廃棄物の海洋投棄処分の手順

海洋投入処分可能な廃棄物

廃棄物発生の削減等の検討

実施計画の策定

廃棄物の特性の把握

排出海域の環境に及ぼす影
響の予測評価

監視計画の策定

環境大臣の許可

排出計画の提出

海上保安庁長官の確認

廃棄物の海洋への排出

確認申請

許可申請

「廃棄物等の海洋投入処分に係る新たな仕
組みについて」
環境省 地球環境局環境保全対策課より

 



 

 

 

２） 事前評価の進め方の概要 

原則年1回

※2 法令上の基準は定められていないが、要監視項目として目安値が定められている物質

※1 法令上、含有量等に関する数値基準が定められている物質

統括的･中間的な監視海域の状況の確認

NO NO

海洋投入処分

監視の実施

判定基準の適合状況の確認

海洋投入処分量の確認

YES

NO

生物毒性
既往知見や生物試験等か
ら、強い生物毒性が認めら
れる

NO

監視計画の策定

初期的評価
･脆弱な生態系が存在する
か

･重要な生育･生息場所等
が存在するか

YES

海洋投入不可YES

年間処分量
年間処分量が基準値以下
である

判定基準
判定基準を上回る有害物
質等を含む（※1)

YES

NO

判定基準以外の有害
特定の有害物質を一定量
以上含む(※2)

NO

YES

･海洋利用のなされている
海域等が存在するか

包括的評価

事前評価項目に係る変化
を予測、影響を評価

海洋環境に著しい支障を
生じるか

廃棄物ごとの事前評価項
目(水環境、海底の環境、
海洋生物、生態系、人と海
洋との関わりに関する項
目)につき、現況を詳細に
把握

YES

･水質の悪化等が問題と
なっている海域が存在する
か

 

「廃棄物等の海洋投入処分に係る新たな仕組みについて」 

環境省 地球環境局 環境保全対策課より 

 



 

 

３） 埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準 

(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律関連) 

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第 5条第1項に規定する埋立場所等に排出しよ

うとする金属等を含む廃棄物にかかる判定基準を定める省令 

(昭和 48 年 2 月 17 日総令第 6 号) (最終改正:令和 7 年 10 月 1 日環境省令第 8 号) 

 埋立場所等に排出する廃棄物の判定基準 

 別表第 1 別表第 1 別表第 2 

 水底土砂 ばいじん・燃え殻等・汚泥等 廃酸･廃ｱﾙｶﾘ 

物質名     単位 mg/L mg/L mg/L 

アルキル水銀化合物 検出されないこと 検出されないこと 検出されないこと 

水銀及びその化合物 0.005 0.005 0.005 

カドミウムまたはその化合物 0.03 0.03 0.03 

鉛またはその化合物 0.1 0.1 0.1 

有機りん化合物 1 1 1 

六価クロム化合物 0.2 0.2 0.5 

ひ素またはその化合物 0.1 0.1 0.1 

シアン化合物 1 1 1 

ポリ塩化ビフェニル 0.003 0.003 0.003 

銅またはその化合物 3 3 － 

亜鉛またはその化合物 2 2 － 

ふっ化物 15 15 － 

トリクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 

テトラクロロエチレン 0.1 0.1 0.1 

ベリリウムまたはその化合物 2.5 2.5 － 

クロムまたはその化合物 2 2 － 

ニッケルまたはその化合物 1.2 1.2 － 

バナジウムまたはその化合物 1.5 1.5 － 

有機塩素化合物 40mg（塩素）/kg 40mg（塩素）/kg － 

ジクロロメタン 0.2 0.2 0.2 

四塩化炭素 0.02 0.02 0.02 

1,2-ジクロロエタン 0.04 0.04 0.04 

1,1-ジクロロエチレン 1 1 1 

シス-1,2-ジクロロエチレン 0.4 0.4 0.4 

1,1,1-トリクロロエタン 3 3 3 

1,1,2-トリクロロエタン 0.06 0.06 0.06 

1,3-ジクロロプロペン 0.02 0.02 0.02 

チウラム 0.06 0.06 0.06 

シマジン(CAT) 0.03 0.03 0.03 

チオベンカルブ 0.2 0.2 0.2 

ベンゼン 0.1 0.1 0.1 

セレン 0.1 0.1 0.1 

ダイオキシン類 10pg-TEQ/L 3ng-TEQ/g 10pg-TEQ/L 

1,4-ジオキサン 0.5 0.5 0.5 



 

 

1.9 油分の基準 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 6 条第 1 項第 4 号に規定する油分を

含む産業廃棄物に関する判定基準を定める省令 (昭和 51 年総理府令第 5 号) 

最終改正：平成 18 年 12 月 15 日環境省令第 36 号 

油
分 

第 1条 

(汚泥に係る判定基準) 

第 1 号 15mg/L 以下であること。 

第 2 号 

 

海洋投入処分により視認できる油膜

が海面に生じないものであること。 

第 2条 

(廃酸又は廃アルカリに係る基

準) 

第 1 号 15mg/L 以下であること。 

第 2 号 
海洋投入処分により視認できる油膜

が海面に生じないものであること。 

第 3条 

(動植物性残さに係る判定基準) 

海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生

じないものであること。 

第 4条 

(家畜ふん尿に係る判定基準) 

海洋投入処分により視認できる油膜が海面に生

じないものであること。 

 



 

 

1.10 石綿(アスベスト)を含有する産業廃棄物 

 

 石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼

ばれています。 

 その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け

石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうお

それがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける

作業が行われていましたが、昭和 50年に原則禁止されました。 

 その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温

材などで使用されましたが、現在は、原則として製造等が禁止されています。 

 石綿は、そこにあること自体が直ちに問題を起こすものではなく、飛び散ること、吸い

込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に

関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。 

 石綿を含有する産業廃棄物は、飛散性、非飛散性の２種類に分類され、飛散性（廃石綿

等）のものは特別管理産業廃棄物、非飛散性のものは石綿含有産業廃棄物として処理され

ます。これらの廃棄物は、環境大臣が定める方法により溶融処理、無害化処理を行った場

合、安定型産業廃棄物として安定型又は管理型として埋立処理することが出来ます。それ

以外の廃石綿については、管理型又は遮断型の処分となります。 

 

☆石綿を含有する産業廃棄物の分類 

・廃石綿等（飛散性）→特別管理産業廃棄物 

建築物などから除去された吹き付け石綿、石綿を含む保温材、断熱材、耐火被覆材、

特定粉じん発生施設で生じたもの。 

 

・石綿含有産業廃棄物（非飛散性）→産業廃棄物 

工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずる産業廃棄物で、石綿をその重量の 0.1％を

超えて含有するもの。 

 

廃石綿、石綿含有廃棄物の無害化処理については、石綿含有一般廃棄物及び石綿含有産業廃

棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成18年7月 27日環境省告示第102

号)の方法により無害化処理を行うことができます。この無害化処理を行った廃棄物を安定型廃

棄物として処理するためには、次の基準に適合することが必要です。 

 

 



 

 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第 6 条第 1 項第 3 号イ(6)に掲げる安定型産業廃棄

物として環境大臣が指定する産業廃棄物 

(平成 18 年 7 月 27 日環境省告示第 105 号) 

項目 
基準値 

(mg/L) 

水銀又はその化合物 0.0005 

カドミウム又はその化合物 0.01 

鉛又はその化合物 0.01 

六価クロム化合物 0.05 

砒素又はその化合物 0.01 

セレン又はその化合物 0.01 

ほう素又はその化合物 1 

ふっ素又はその化合物 0.8 

 



 

 

 

1.11 ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物 

１） PCB とは 

 PCBは、絶縁性や不燃性などの特性により電気機器用の絶縁油、各種工業における加熱

並びに冷却用の熱媒体及び感圧複写紙など、様々な用途に利用されていました。現在は新

たな製造が禁止されています。また、PCBは難分解性で人の健康及び生活環境に係る被害

を生ずる恐れがある物質であることから、PCB廃棄物について、平成13年6月に「ポリ塩化

ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」が制定され、現在廃棄物の適

正な処理、規制などがされています。 

PCB 廃棄物の分類は、PCB 濃度により高濃度 PCB 廃棄物と低濃度 PCB 廃棄物に分類さ

れます。高濃度 PCB 廃棄物は PCB濃度が 5000mg/kg を超えるもの(一部の可燃性の PCB

汚染物については 100,000mg/kg を超えるもの)で低濃度 PCB 廃棄物は PCB 濃度が

5000mg/kg以下のもの(一部の可燃性の PCB汚染物については 100,000mg/kg以下のもの)

となります。 

２） PCB 特別措置法による届出・保管・処分の状況 

(1) 届出 

毎年都道府県知事（又は政令で定める市長）に届出なければなりません。また、PCB

廃棄物の保管場所を変更したときは 10 日以内に変更届を変更前後の都道府県知事に、保

管事業者に相続、合併、分割があったときは 30 日以内に承継届を都道府県知事に提出し

なければ なりません。 

(2) 保管 

PCB 廃棄物は PCB の漏洩が生じないように適正に 保管・管理してください。 

・誤廃棄を防止するため、PCB 廃棄物であることを示すラベルの貼付をしてください。  

・保管場所は雨水が当たらない場所とし、その周囲に囲いを設け、特別管理産業廃棄 物

を保管している旨の表示をしてください。 

・PCB が環境中に飛散・流出・地下浸透しないように、トランス等を鋼製容器 やオイ

ルパンに収納してください。 

・地震等による転倒を防止するため、保 管容器内にパッキング材を詰たり、 保管容器

を固定してください。 

(3) 収集・運搬 

PCB 廃棄物の収集 運搬業許可を取得している業者に委託しなければなりません。委託

契約の締結、マニフェスト（伝票）の交付・保存（5年間）、搬出の立ち合いが必要です。 

(4) 処分 

委託契約、マニフェストの保存 収集運搬の際と同様に、保管事業者と処分業者の 2 者

間で委託契約を締結しなければなりません。また、処分業者から返送されたマニフェスト



 

 

は 5年間保存しなければなりません。高濃度 PCB廃棄物：日本環境安全事業㈱（JESCO） 

JESCO では全国を５ブロックに分けて広域的に処分をしています。保管事業者の地域ご

とに処分する JESCO 事業所が決まります。低濃度 PCB 廃棄物：無害化処理認定施設 全

国 10 か所県許可施設 1か所(岡山県)になっています。 


